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株式会社群馬銀行 

 

当行は、中小企業庁による「Ｍ＆Ａ支援機関登録制度」の登録を受けている支援機関として、同

庁が定めた「中小Ｍ＆Ａガイドライン（第 2版）」（令和 5年 9月）を遵守していることを宣言し、お客

さま本位の業務運営に努めてまいります。 

 

１．アドバイザリー業務委託契約に関する遵守事項 

（１） 「アドバイザリー業務委託契約」（以下、「委託契約」）の重要な事項について、委託契約締結

前に、依頼者に対して明確な説明を行い、書面を交付し十分な検討時間を設け、依頼者の納

得を得た上で手続きを進めてまいります。委託契約に関し、特に重要な事項は以下のとおりで

す。 

① 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介契約、一方の 

当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA契約のそれぞれの特徴と違い 

② 提供する業務の内容と範囲（マッチング、企業価値算定、交渉、スキーム立案 等） 

③ 手数料に関する事項（算定基準、金額、支払時期 等） 

④ 秘密保持に関する事項（秘密保持の対象、士業等専門家に対する秘密保 持義務の一

部解除等） 

⑤ 専任条項（セカンド・オピニオンの可否等） 

⑥ テール条項※（テール期間、対象となるＭ＆Ａ等） 

※テール条項とは、依頼者とM＆A支援機関間の業務委託契約が終了した後、一定期間 

 内(テール期間)に M＆Aが成立した場合に当該M＆A支援機関が当該依頼者に対して 

手数料を請求できる条項 

⑦ 契約期間 

⑧ 委託契約の中途解約に関する事項 

⑨ 直接交渉の制限 

⑩ 契約終了後も効力を有する条項 

⑪ 免責に関する事項（損害賠償責任が発生する要件等） 

 

（２） 委託契約における専任条項について、特に以下の点を遵守して、行動します。 

① 依頼者が他の支援機関の意見や助言を求め、これを妨げるべき合理的な理由がない 

場合、当行は依頼者に対して他の支援機関へセカンド・オピニオンを求めることを許容し

ます。 

② 専任条項を設ける場合、契約期間は最長 2年を目安として定めます。 

   なお、契約期間中においても、アドバイザリー業務委託契約に定めた通り、中途解約は



可能です。 

 

（３） 委託契約におけるテール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 

① テール期間は、２年を目安とします。 

② テール条項の対象となる M＆Aは、当行が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲

り受け側に限定します。 

 

２．アドバイザリー業務における遵守事項 

（１）Ｍ＆Ａの譲渡契約の締結について 

譲渡契約の内容について、齟齬が生じないよう依頼者に対して再度の確認を促します。 

 

（２）クロージングについて 

当行は、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、クロージング当日に譲り受け側から

譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。 

 

（３）利益相反管理について 

当行は、M＆Aにおいて、譲り渡し側および譲り受け側双方とアドバイザリー業務委託契約を締

結し、双方より成功報酬を得ることがあります。 

この場合、まず当行は譲り渡し側とアドバイザリー業務委託契約を締結し、条件交渉等を行い

ます。その後、交渉が進み基本合意が締結された後に、譲り受け側からもアドバイザーの就任

を要請され、アドバイザリー業務委託契約を締結した場合のみ、双方から成功報酬を受領しま

す。 

 

３. 支援の質の確保・向上に向けた遵守事項 

（1）善管注意義務および職業倫理について 

  当行は、パーパスの制定・追及等を通じて、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、善良な

管理者の注意を持ってM＆A業務を遂行します。 

 

（2）他の支援機関（士業、外部委託先等）との連携について 

  助言内容をより妥当で適切な内容とするために、適宜、助言の前提となる専門的な事項を士業

等専門家に確認します。 

  依頼者が必要とする支援を当行単独で提供することが困難な場合には、適切な他の支援機関

による支援も検討します。 

 

（3）従業員の適正な業務遂行について 

当行は、業務マニュアルの制定、M＆A 業務専用システムの導入や社内外研修の整備等を通



じて、適正な業務を確保することで依頼者の利益の最大化に努めます。 

 

上記の他、中小M＆Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。 

 

２０２４年３月３１日 


